
人 第 ３０２ 号

令和５年１２月８日

報 道 機 関 各位

福 井 地 方 法 務 局 長

（ 公 印 省 略 ）

福井県マスコットキャラクター「はぴりゅう」に対する人権広報大使の委

嘱の報道について（依頼）

平素は、人権尊重思想の普及高揚及び啓発活動につきまして、御理解と御協力

を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、福井地方法務局及び福井県人権擁護委員連合会では、人権啓発活動の効

果を向上させることを目的として、県内の御当地キャラクターを人権広報大使に

委嘱し、法務省の人権イメージキャラクターとともにマスコット的存在として啓

発行事に参加していただく取組を行っているところです。

今般、福井県マスコットキャラクター「はぴりゅう」を人権広報大使に委嘱す

ることとし、下記のとおり、委嘱状交付式を行うこととなりましたので、貴社に

おいて報道方よろしくお願い申し上げます。

記

１ 日 時 令和５年１２月２１日（木）午前１０時

２ 場 所 福井県庁６階大会議室

【問合せ先】

福井地方法務局人権擁護課長 前田

TEL 0776-22-4202（直通）

E-mail n.maeda.dx2@i.moj.go.jp








